
静岡市自主防災組織可搬消防ポンプ等購入費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 静岡市は、自主防災組織を育成し、及びその活動を支援し、大規模災害時等におけ

る広範囲の火災又は延焼を防ぐため、可搬消防ポンプ（以下「ポンプ」という。）及びポン

プ用資機材を購入する自主防災組織に対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの

とし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則（平成 15年静岡市規則第 44号。以

下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において「自主防災組織」とは、地域の防災活動を行う町内会及び自治会

並びにこれらが連合したものをいう。 

（補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、動力消防ポンプの

技術上の規格を定める省令（昭和 61年自治省令第 24号）に規定するＣ－１級以上の性能

を有し、かつ、日本消防検定協会が行う試験に合格した製品で消火活動上 

必要とされるポンプの購入及び当該ポンプに係る資機材の購入に要する事業とする。 

２ 補助の対象となるポンプ用資機材の種類は、別表に掲げるとおりとする。 

３ 原則として、前項のポンプには、自主防災組織名が明記されていなければならない。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費という。」）は、補助事業に要

する経費のうち、ポンプ及びポンプ用資機材の購入費用（文字入れ費用を含む。）とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、次の表に掲げるとおりとする。 

ポ ン プ 本 体 購 入 ポンプ用資機材購入 

一の自主防災組織につき 40 万円を限度と

する（1,000円未満の端数切捨て）。 

ポンプに係る資機材で、補助対象経費の１／

２以内の額で 20 万円を限度とする（1,000

円未満の端数切捨て）。 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付の申請をしようとする自主防災組織の代表者は、可搬消防ポンプ等購

入費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 

（１）可搬消防ポンプ等購入事業計画書兼予算書（様式第１号の２） 

（２）見積書の写し 

（３）自主防災組織規約（消火班名簿を含む。） 

（４）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付の決定等） 

第７条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要



があると認めるときは、現地調査等を行い、内容が適当であると認めるときは、可搬消防

ポンプ等購入費補助金交付決定通知書（様式第２号）により、当該申請者に通知するもの

とする。 

（交付の条件） 

第７条の２ 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第６

条第１号から第３号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。 

（１）補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳

簿及び書類を保管しなければならないこと。 

（２）補助事業の遂行に当たっては規則及びこの要綱を遵守すること。 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。 

（補助事業の計画変更等） 

第８条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

補助金の交付決定後、第６条第１号及び第２号の記載事項に変更が生じたときは、可搬消

防ポンプ等購入計画変更申請書（様式第３号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し

なければならない。 

（１）変更可搬消防ポンプ等購入事業計画書兼予算書（様式第１号の２） 

（２）変更後の見積書の写し 

２ 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更がや

むを得ないものと認めるときは、可搬消防ポンプ等購入費補助金交付決定内容変更通知書

（様式第４号）により、当該交付決定者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、可搬消防ポンプ等購入事業実績報

告書（様式第５号）に、次に掲げる書類を添えて、30日以内に市長に提出しなければなら

ない。 

（１）決算書（様式第５号の２） 

（２）納品書の写し 

（３）領収書の写し 

（４）日本消防検定協会合格証の写し 

（５）購入したポンプ等の写真 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第 10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、

必要があると認めるときは、現地調査等を行い、内容等が適当であると認めるときは、交

付すべき補助金の額を確定し、可搬消防ポンプ等購入費補助金交付確定通知書（様式第６

号）により、当該交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 



第 11条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、速やかに請求書を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の請求書の提出があった日から起算して 30日以内に補助金を交付するもの

とする。 

（交付の限度） 

第 12条 ポンプの購入に係る補助金の交付は、一の自主防災組織につき１回とする。ただし、

やむを得ない事由により市長が必要と認めたときは、この限りでない。 

２ ポンプ用資機材の購入に係る補助金の交付は、一の自主防災組織につき１会計年度１回

とする。 

（雑則） 

第 13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 15年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 18年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 23年３月 14日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和３年９月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 

ポンプ用資機材 吸水管 

吸水管ロープ 

ストレーナー 

ちりよけ籠 

消火栓媒介金具 

消火栓蓋開閉金具 

消火栓操作器具 

管鎗 

噴射ノズル 

ホース（65ｍｍ） 

台車 

その他、特に市長が必要と認める資機材 

（注）オイル、燃料等の消耗品は除く。 



様式第１号（第６条関係） 

 

可搬消防ポンプ等購入費補助金交付申請書 

 

年 月 日  

 

（宛先）静岡市長 

 

住 所                   

       名 称              自主防災会 

       代表者（会長）の氏名             

担当者・連絡先               

 

 

静岡市自主防災組織可搬消防ポンプ等購入費補助金の交付を受けたいので、静岡市自主

防災組織可搬消防ポンプ等購入費補助金交付要綱第６条の規定により、次のとおり関係書

類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 事業の名称 静岡市自主防災組織可搬消防ポンプ等購入事業 

２ 交付申請額          円（内訳 ポンプ     円・資機材    円） 

３ 事業の概要（添付書類） 

（１）可搬消防ポンプ購入等計画書兼予算書（様式第１号の２） 

（２）見積書の写し 

（３）自主防災組織規約（消火班名簿を含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号の２（第６条・第８条関係） 

 

（変更）可搬消防ポンプ等購入事業計画書 兼 予算書 

 

１ 事 業 の 名 称 静岡市自主防災組織可搬消防ポンプ等購入事業 

２ 事業目的の概要 自主防災組織の強化を図る一環として、大規模災害時等における地 

域の防火対策を万全なものにするために可搬消防ポンプの整備を行

い、これらを利用して平常時に各種訓練を積み重ね、火災発生時に

は自主的な消火活動を効果的に行うものとする。 

３ 事 業 の 種 類 可搬消防ポンプ等の購入 

４ ポンプ納入場所 (1)所在地  静岡市 

 

 

５ 購 入 費 別紙 見積書のとおり 

 

収入の部 

項   目 金   額 摘   要 

静 岡 市 補 助 金 円 
ポンプ         円 

資機材         円 

自 主 防 災 会 負 担 金 円 
 

 

計 円 
 

 

 

支出の部 

項   目 金   額 摘   要 

可 搬 消 防 ポ ン プ 等 

購 入 費 
円 

  

  

計 円 
 

 

 

（注）変更可搬消防ポンプ等購入事業計画書兼予算書として使用する場合は、変更箇所に下

線を引く等変更内容が分かるように記載してください。 

 

 

 



様式第２号（第７条関係） 

第   号  

 年 月 日  

 

 

 

       様 

静岡市長  氏   名 印  

 

可搬消防ポンプ等購入費補助金交付決定通知書 

 

   年   月    日付けで申請のあった静岡市自主防災組織可搬消防ポンプ等購入

事業については、静岡市自主防災組織可搬消防ポンプ等購入費補助金交付要綱（以下「要

綱」という。）第７条の規定に基づき、次のとおり補助金の交付を決定しましたので通知し

ます。 

 

 

１ 交付決定額              円 

（内訳 ポンプ       円・資機材        円） 

 

２ 交付の時期  請求書受理後 30日以内 

 

３ 交付の条件 

（１）次に掲げる記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けるこ

と。 

ア 補助事業の目的又は内容 

イ 補助事業の事業計画又は収入支出の予算 

ウ 交付を受けようとする補助金の額の算出の基礎 

（２）補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったと

きは、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。 

（３）補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受ける

こと。 

（４）補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの

帳簿及び書類を保管しなければならないこと。 

（５）補助事業の遂行に当たっては静岡市補助金等交付規則（平成15年静岡市規則第44号）

及び要綱を遵守すること。 



様式第３号（第８条関係） 

 

可搬消防ポンプ等購入計画変更申請書 

 

年 月 日  

 

 

（宛先） 静岡市長 

 

住 所                  

     名 称            自主防災会  

     代表者（会長）の氏名           

担当者・連絡先              

 

 

    年    月    日付け    第   号により交付決定を受けた可搬消防ポン

プ等購入事業の変更について、承認を受けたいので、静岡市自主防災組織可搬消防ポンプ

等購入費補助金交付要綱第８条の規定により次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１ 変更の内容 

事 業 名 交付決定額 変更増減額 交付変更申請額 

静岡市自主防災組織可搬

消防ポンプ等購入事業 
円 円 円 

２ 変更の理由 

 

 

３ 添付資料 

（１） 変更可搬消防ポンプ等購入事業計画書兼予算書（様式第１号の２） 

 

（２）変更後の見積書の写し 

 

 

 

 

 



様式第４号（第８条関係） 

第    号  

年 月 日  

 

        様 

 

静岡市長 氏 名 印  

 

可搬消防ポンプ等購入費補助金交付決定内容変更通知書 

 

   年   月   日付けで申請のあった可搬消防ポンプ等購入事業の変更については、静

岡市自主防災組織可搬消防ポンプ等購入費補助金交付要綱第８条第２項の規定により、次の

とおり承認しましたので通知します。 

 

 

 

承認の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第９条関係） 

年 月 日  

 

（宛先） 静岡市長 

 

住 所                  

               名 称           自主防災会  

               代表者（会長）の氏名          

    担当者・連絡先             

 

可搬消防ポンプ等購入事業実績報告書 

 

   年  月   日付け    第   号により補助金の交付決定を受けた可搬消防ポ

ンプ等を購入したので、静岡市自主防災組織可搬消防ポンプ等購入費補助金交付要綱第９

条の規定により、次のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 交付決定額        円（内訳 ポンプ      円・資機材      円） 

 

２ 添付資料 

（１）決算書（様式第５号の２） 

（２）納品書の写し 

（３）領収書の写し 

（４）日本消防検定協会合格証の写し 

（５）購入した可搬消防ポンプ等の写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号の２（第９条関係） 

 

決算書 

 

 

 

収入の部 

項   目 金   額 摘   要 

静 岡 市 補 助 金 円 
ポンプ        円 

資機材        円 

自 主 防 災 会 負 担 金 円 
 

 

計 円 
 

 

 

 

 

 

支出の部 

項   目 金   額 摘   要 

可 搬 消 防 ポ ン プ 等 

購   入   費 
円 

 

 

計 円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第 10条関係） 

第    号  

年 月 日  

 

             様 

静岡市長    氏   名 印  

 

可搬消防ポンプ等購入費補助金交付確定通知書 

 

    年   月   日付け     第     号により決定した静岡市自主防災組織

可搬消防ポンプ等購入費補助金の交付について、静岡市自主防災組織可搬消防ポンプ等購

入費補助金交付要綱第 10条の規定により、次のとおり確定したので通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額                    円 

 

 

２ 交付確定額                    円 

 


